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   監査の結果に関する報告の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定により、平成３０年度の定期監

査及び財政援助団体等監査を行ったので、同条第９項の規定に基づき、その結果

に関する報告を別紙のとおり提出します。 
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定 期 監 査 報 告 

 

１ 監査の対象 

（１）総務部         職員課 

（２）総合政策部       都市計画課、市民協働推進課、財政課 

（３）市民環境部       市民生活課、戸籍住民課、鳥取支所、大楽毛支所 

（４）福祉部         地域福祉課、障がい福祉課、生活福祉事務所 

（５）こども保健部      こども支援課、健康推進課、国民健康保険課、医療年金課 

（６）阿寒町行政センター   阿寒湖温泉支所、阿寒湖アイヌ施策推進室 

（７）産業振興部       産業推進室、観光振興室 

（８）都市整備部       公園緑地課、住宅課、道路河川課 

（９）学校教育部       総務課 

（１０）生涯学習部      阿寒生涯学習課、音別生涯学習課 

（１１）音別町行政センター  市立釧路国民健康保険音別診療所 

（１２）消防本部       総務課 

（１３）会計室        会計室 

 

２ 監査の期間 

（１）総務部         平成３０年１０月 １日 

（２）総合政策部       平成３０年１０月 ２日から平成３０年１０月１０日まで 

（３）市民環境部       平成３０年１０月１１日から平成３０年１０月１５日まで 

（４）福祉部         平成３０年１０月１６日から平成３０年１０月２５日まで 

（５）こども保健部      平成３０年１０月２６日から平成３０年１０月３１日まで 

（６）阿寒町行政センター   平成３０年１１月 ２日 

（７）産業振興部       平成３０年１１月 ８日から平成３０年１１月 ９日まで 

（８）都市整備部       平成３０年１１月１２日から平成３０年１１月１４日まで 

（９）学校教育部       平成３０年１１月１５日から平成３０年１１月２７日まで 

（１０）生涯学習部      平成３０年１１月１５日から平成３０年１１月２７日まで 

（１１）音別町行政センター  平成３０年１１月１６日 

（１２）消防本部       平成３０年１１月２８日 

（１３）会計室        平成３０年１１月２９日 

 

３ 監査の結果 

前記の課等を対象に、平成３０年度の財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されている

かを主眼として、関係書類の一部抽出により監査を行った結果は次のとおりであり、以下の表

の空欄部分は、今回の監査の対象としなかった項目である。 
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（１）総務部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 職 員 課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 

 

（２）総合政策部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 都市計画課 市民協働推進課 財 政 課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
 適 正  

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 適 正 

収入に関する事務について 

（現金引継書綴等） 
 適 正  

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

 

（３）市民環境部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 市民生活課 戸籍住民課 鳥取支所 大楽毛支所 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正    

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正   

収入に関する事務について 

（現金引継書綴等） 
適 正 適 正   

市税等の収納に関する事務について 

（収納日計表兼現金出納表綴等） 
  適 正 適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正   

備品の管理及び処分に関する事務について 

（備品使用簿等） 
  適 正 適 正 

バス券及び郵券の執行に関する事務について 

（バス回数券受払簿、切手受払簿等） 
  適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正   
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（４）福祉部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 地域福祉課 障がい福祉課 生活福祉事務所 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 適 正  

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 適 正 

収入に関する事務について 

（寄附受納関係綴等） 
適 正   

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

 

（５）こども保健部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） こども支援課 健康推進課 国民健康保険課 医療年金課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 適 正   

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 適 正 適 正 

収入に関する事務について 

（調定伝票綴等） 
  適 正  

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正 適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 適 正 適 正 

 

（６）阿寒町行政センター 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 阿寒湖温泉支所 阿寒湖アイヌ施策推進室 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 

市税等の収納に関する事務について 

（現金引継書綴等） 
適 正  

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
 適 正 

備品の管理及び処分に関する事務について 

（備品使用簿等） 
適 正  

郵券の執行に関する事務について 

（切手受払簿等） 
適 正  

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 
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（７）産業振興部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 産業推進室 観光振興室 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 適 正 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 

 

（８）都市整備部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 公園緑地課 住 宅 課 道路河川課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正   

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 適 正 

収入に関する事務について 

（調定伝票綴等） 
適 正 適 正  

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 適 正 

 

（９）学校教育部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 総 務 課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 

収入に関する事務について 

（調定伝票綴等） 
適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 

郵券の執行に関する事務について 

（切手受払簿等） 
適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 
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（１０）生涯学習部  

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 阿寒生涯学習課 音別生涯学習課 

補助金の交付事務について 

（補助金関係綴等） 
適 正 適 正 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 適 正 

収入に関する事務について 

（現金引継書綴等） 
適 正 適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正  

郵券の執行に関する事務について 

（切手受払簿等） 
適 正  

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 適 正 

 

（１１）音別町行政センター 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 
市立釧路国民健康 

保険音別診療所 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 

収入に関する事務について 

（現金引継書綴等） 
適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 

郵券の執行に関する事務について 

（切手受払簿等） 
適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 

 

（１２）消防本部 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 総 務 課 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 
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（１３）会計室 

重 点 項 目（監 査 し た 書 類 等） 会 計 室 

契約事務について 

（契約関係綴等） 
適 正 

超過勤務手当及び特殊勤務手当の支給事務について 

（超過勤務等命令簿等） 
適 正 

旅費の支給事務について 

（出張命令書綴、復命書綴等） 
適 正 

支出一般事務について 

（支出負担行為伺書綴等） 
適 正 

 

４ むすび 

  記載事項なし 
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財政援助団体監査報告 

 

１ 監査の対象 

今回の監査は、平成２９年度において釧路市が財政援助をした団体のうち、次の団体について、

実施したものである。 

 

団 体 名 代  表  者  名 
補助金額 
（千円） 

所 管 部 課 

一般社団法人 
釧路観光コンベンション協会 

会長 中山 勝範 2,500 
産業振興部 
観光振興室 

釧路圏障がい者自立支援施設協議会 会長 川口  靖 3,234 
福祉部 
障がい福祉課 

阿寒丹頂の里プロジェクト委員会 会長 吉田 守人 1,300 
阿寒町 
行政センター 
地域振興課 

 

２ 監査の期間 

平成３０年１１月１日 ～ 平成３０年１２月２５日 

 

３ 監査の結果 

上記財政援助団体において、市から交付された補助金がその目的にそって正しく使用されている

か、会計、経理の内容が適正であるか、また、所管課において、当該財政援助団体に対する補助金

の交付に係る事務処理が関係法令等に基づき適正に行われているかなどを主眼として監査を実施し

た。 

なお、説明文中の金額については、千円未満を四捨五入している。 

監査の結果は、以下のとおりである。 

 

（１）一般社団法人釧路観光コンベンション協会 

   市は、当該団体に対し平成２９年度において国内誘致事業に係る補助金2,500千円を交付して

いる。 

   当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、適正に行われていること

が認められた。 

なお、平成２９年度の決算状況は、収入2,654千円、支出2,654千円で収支同額となっている。 

 

（２）釧路圏障がい者自立支援施設協議会 

   市は、当該団体に対し平成２９年度において福祉の店運営事業に係る補助金3,234千円を交付

している。 

当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、適正に行われていること

が認められた。 
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なお、平成２９年度の決算状況は、収入3,356千円、支出3,241千円で収支差引115千円となっ

ている。 

 

（３）阿寒丹頂の里プロジェクト委員会 

   市は、当該団体に対し平成２９年度において阿寒丹頂の里地域活性化事業に係る補助金1,300

千円を交付している。 

    当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、適正に行われていること

が認められた。 

なお、平成２９年度の決算状況は、収入1,303千円、支出1,303千円で収支同額となっている。 
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出 資 団 体 監 査 報 告 

 

１ 監査の対象 

今回の監査は、釧路市が出資をした団体のうち、次の団体の平成２９年度分について、実施した

ものである。 

 

団 体 名 代 表 者 名 
出 資 額 
（千円） 

所 管 部 課 

くしろ西森林組合 代表理事組合長 筥嵜 昌晴 26,850 
産業振興部 
農林課 

 

２ 監査の期間 

平成３０年１１月１日 ～ 平成３０年１２月２５日 

 

３ 監査の結果 

上記出資団体において、出資目的にそって正しく事業運営が行われているか、経営成績及び財政

状態は良好か、会計、経理の内容が適正であるか、また、所管課において、出資団体に対し出資者

としての権利行使が適切に行われているかなどを主眼として監査を実施した。 

なお、説明文中の金額については、千円未満を四捨五入している。 

監査の結果は、以下のとおりである。 

 

（１）くしろ西森林組合 

市は、当該団体に対し出資金総額の31.6％に当たる26,850千円を出資している。 

当該団体の平成２９年度における決算状況は、販売部門や森林整備部門などによる事業総利益

59,628千円に対し、人件費などの事業管理費は45,945千円となり事業利益は13,683千円となった

ところである。 

この結果、当期剰余金は10,633千円となり、前期繰越剰余金5,000千円を合わせた当期未処分

剰余金は15,633千円となったところである。 

当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、経営成績及び財政状態は

良好であり、経理内容も適正であることが認められた。 
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公の施設の指定管理者監査報告 

 

１ 監査の対象 

今回の監査は、釧路市が公の施設の指定管理者に指定をした次の団体の平成２９年度分につい

て、実施したものである。 

 

団 体 名 代 表 者 名 公 の 施 設 名 指 定 期 間 所 管 部 課 

釧路市民文化振興
財団 
北海道共立コンソ
ーシアム 

一般財団法人 
釧路市民文化振興財団 
理事長 杉本 義弘 

釧路市生涯学習 
センター 
（釧路市立美術館
含む） 

平成29年 4月 1日 

～  
平成34年 3月31日 

生涯学習部 
生涯学習課 

阿寒町布伏内コミ
ュニティセンター
運営委員会 

委員長 真野  正 
阿寒町布伏内コミ
ュニティセンター 

平成28年 4月 1日 

～  
平成31年 3月31日 

阿寒町 
行政センター 
市民課 

 

２ 監査の期間 

平成３０年１１月１日 ～ 平成３０年１２月２５日 

 

３ 監査の結果 

上記団体において、当該公の施設の管理運営業務に係る協定等に基づき、当該施設の適正かつ円

滑な管理運営が行われているか、会計、経理の内容が適正であるか、また、所管課において、指定

管理者の指定に関する事務処理が関係条例等に基づき適正に行われているかなどを主眼として監査

を実施した。 

なお、説明文中の金額は、千円未満を四捨五入している。 

監査の結果は、以下のとおりである。 

 

（１）釧路市民文化振興財団、北海道共立コンソーシアム 

当該団体は平成２９年４月１日から当該施設の管理運営業務（平成２９年度指定管理費217,423

千円）を行っているものである。 

当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、適正に行われていること

が認められた。 

 

（２）阿寒町布伏内コミュニティセンター運営委員会 

当該団体は平成２８年４月１日から当該施設の管理運営業務（平成２９年度指定管理費4,401千

円）を行っているものである。 

当該団体及び所管課について、監査の主眼にそって確認したところ、適正に行われていること

が認められた。 

 


